
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１８８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年９月１８日 １３時２０分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市宇野港 

宇野港第２突堤防波堤灯台から真方位００３°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.７′ 東経１３３°５７.４′） 

事故等調査の経過  平成２５年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 田井
た い

丸、５トン未満 

   ２７１－１９２４１岡山、個人所有 

Ｂ はしけ ＳＧ－１０７、総トン数不詳 

   なし、株式会社シーゲートコーポレーション 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船底に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船尾から約１５ｍのえい
．．

航索を

出してＢ船の船首をつなぎ、Ｂ船の喫水が船首約２.０ｍ、船尾約２.

０ｍにより、引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長

Ａが、手動操舵で宇野港第２突堤東側から離岸を行い、下げ潮である

ことは知っていたが、航行できるものと思い、宇野港第２突堤東側の

水路（以下「本件水路」という。）を北進中、平成２５年９月１８日

１３時２０分ごろＢ船が玉野市所在の桜橋南側の左岸の浅所に乗り揚

げた。 

 Ｂ船は、船長Ａがえい
．．

航索を取り外して待機し、潮位が上がった際

に自力離礁した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本件水路を幾度も通航していた。 

船長Ａは、ふだん、桜橋の下を北進する際、桜橋の南側では水路の

東寄りから入り、北側では水路の西寄りに出るように操船していた。 

船長Ａは、本事故後、満潮時に出航していればよかったと思った。 

 本件水路は、幅約１５０ｍの南側の入口から北に向かって長さ約４

００ｍであり、西側岸壁に沿って浅所が拡延するとともに、徐々に狭

くなり、最狭部が約１５ｍであり、最狭部には桜橋（跳ね橋）が架け



 

られていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船引船列は宇野港の本件水路を北進中、船長Ａが下げ潮の中央期

に最狭部を通航したことから、Ｂ船が拡延した浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が宇野港の本件水路を北進中、船長Ａが下げ

潮の中央期に最狭部を通航したため、Ｂ船が拡延した浅所に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長Ａは、本事故後、潮汐表を調査した上、満潮時に出港すること

とした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、感覚のみに頼らず、喫水、航行海域の水深及び潮汐を調

査し、航行の安全を確保すること。 

 


